
聖籠町公民館設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則をこ

こに公布する。  

  平成２７年５月２６日 

聖籠町教育委員会教育長   伊藤 順治 

聖籠町教育委員会規則第８号   

聖籠町公民館設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

 聖籠町公民館設置及び管理に関する条例施行規則（平成元年教委規則第２号）

の一部を次のように改正する。 

別記第３号様式から別記第１０号様式までの規定中 

「 

 

 

 

                        」を 

「  

 

 

                        」に、 

「 

使 用

室 名 

研修室(小ホール)・会議室―1 

会議室―2・会議室―3・和室 

(あてはまるところを○で囲む) 

使 用

室 名 

研修室(小ホール)・会議室―1 

会議室―2・会議室―3・和室 

多目的ホール 

(あてはまるところを○で囲む) 

使 用 料 の 内 訳 

施設・区分 午前 午後 夜間 全日 

研 修 室         

会議室―1         

会議室―2         

会議室―3         

和 室         



 

 

 

 

                      」を 

「 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 」 に改める。 

附 則 

この規則は、平成２７年６月１日から施行する。 

         

          

          

          

使 用 料 の 内 訳 

施設・区分 午前 午後 夜間 全日 

研 修 室         

会議室―1         

会議室―2         

会議室―3         

和 室         

多目的ホール         

          

          

          


